
           

第 ２号  R 4 . 5 . 2 6   文責：髙木・宮川 
最近は気温がどんどん上がって蒸し暑くなってきましたね。 

体育祭シーズンの５月ですが、私が今年卒業した玉名高校では３年ぶりに体育祭が行われたようです。伝統の人文字やダンスなど例年通り行われており、      

実施されて嬉しい反面ちょっと羨ましくなりました。(３年生の時は直前で中止になったので…)今年はどこの学校も運動会や体育祭が行われるといいですね。 

今月の給与明細は異動等で手当額が変更になった分が反映されています。それぞれ確認をよろしくお願いします。（異動があった先生は諸手当が２ヶ月分 

（４・５月分）支給されています）すべての手当は本人の自己申告が原則です。諸書類は決められた期日を守って提出をお願いします。 

日頃、給与明細をじっくり見る機会はなかなかないかもしれませんが、条例・規則に基づいているものですので、たまにはチェックしてみてくださいね。 

給与明細徹底解剖！！   これを知っていたらすごいかも！？ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急特別企画 

 

＊共済長期厚生掛金＊ 

年金の掛金 

＊地域手当＊ 

民間の賃金、物価が高い地域に住

む職員に支給。熊本県は該当なし。 

＊期末手当・勤勉手当＊ 

給与の改定などによる差額が生じたときな

ど、後から追給されることがあります。 

★ 期末手当・勤勉手当の支給日は、 

６月３０日（木）です！ 

＊共済短期掛金＊ 

医療及び福祉の掛金 

 

＊日額特殊勤務手当＊ 

教員特殊業務手当（修学旅行等引率 5,100 円

/日、部活動手当 (2.0h 以上 3.5h 未満 1,650

円・3.5ｈ以上 3,300 円）、多学年学級担当手

当 3 学年（3 複式学級）350 円/日・2 学年

（2 複式学級）290 円/日、教育業務連絡指導

手当（教務主任・学年主任・保健主事・進路指

導主事等）200 円/日 

＊財形貯蓄＊ 

勤労者財産形成促進法に基

づき個人が契約した預貯金

等の金額 

給与の口座振込を申請した職員の振込額明細 

★給与口座は最大３つまで登録可能 

 変更されたい場合は、お気軽にお申し出く

ださい。 

＊法定控除額計＊ 

法的に給与から支給前に

控除することが認められ

ている金額。 

共済長期掛金から財形貯

蓄まで（課税対象額の欄を

除く）の合計 

差引支給額－A･B･C 口座振込額 

★原則現金支給はなし 

教職員は適用除外 

【法的根拠】 

熊本県立学校職員の給与に関する条例 

熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例 

熊本県職員等の給与簿取扱規程 

  熊本県教育関係者必携 熊本県編 給与 参照 

 

＊給料の調整額＊ 

特別支援学級担当職員・ 

通級指導教室担当職員 

＊教職調整額＊ 

給与月額の×４％ 

 

＊児童手当の支給時期＊ 

2～5 月分の手当：6 月 

6～9 月分の手当：10 月 

10～1 月分の手当：2 月 

＊共済介護掛金＊ 

介護掛金（満 40 歳に達した月

から徴収されます） 

 


